障害福祉サービスの利用に関するよくある質問と回答（利用者向け）
令和８年１月　東海村総合相談支援課
	Ｎｏ.
	質問
	回答

	１
	サービスの申請窓口はどこか。
	窓口は総合相談支援課（東海村総合福祉センター「絆」内）です。
事前に総合相談支援課へ連絡をしてください（電話029-287-2525）。窓口に持参する書類等を案内します。

	２
	計画相談員と契約する必要はあるか。
	東海村は利用者と計画相談員との契約を推奨しています。

	３
	計画相談員は何をするのか。
	利用者の生活状況や困りごとに対して必要なサービスの利用を支援するとともに，生活する上での課題に関する相談や情報提供等の支援を行います。また，障害福祉サービス利用のために必要なサービス等利用計画案の作成，定期的なモニタリングの実施，サービスの利用状況や生活状況についての確認，関係機関との連絡調整等の業務を行います。

	４
	計画相談員を変更する場合の手続きを知りたい。
	村内の事業所一覧や茨城県の事業所一覧から事業所に連絡し新しい相談員を探してください。決定したら相談員が変更届出書を総合相談支援課へ提出します。

	５
	村内の事業所一覧がほしい。
	村内の事業所一覧を東海村のホームページに掲載しています。県内の事業所について知りたい場合は，茨城県障害福祉課ホームページに掲載の事業所一覧ご覧ください。

	６
	発達障害について相談できる医療機関が知りたい。
	茨城県障害福祉課のホームページに，発達障害の診断・診療を行っている医療機関一覧の掲載を確認してください。

	７
	療育手帳を持っていないが，児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したい。
	まずは総合相談支援課に相談してください。相談後内容に応じて必要な書類や手続きを案内します。

	８
	高校卒業後すぐに就労系のサービスを利用したいが利用できるか。
	利用できます。ただし，総合相談支援課に利用申請書を提出してから，審査を経て支給決定までに時間がかかります。利用開始予定の２か月前までに申請してください。

	９
	住所が変更になった。
	受給者証のシールを貼り替えるので，変更届出書を総合相談支援課に提出してください。
自宅から施設等へ移った場合（住所は東海村のままであっても）も同様に，変更届出書を提出してください。
郵送でのやり取りを希望する場合は，総合相談支援課に連絡してください。

	１０
	受給者証の事業所記入欄のページが埋まったので，追加のページがほしい。
	事業所記入欄のページをお渡しできます。受給者証を持参の上，総合相談支援課へお越しください。

	１１
	受給者証を紛失した。
	紛失や汚損の場合，受給者証を再発行できます。総合相談支援課で再交付申請書の記入をしてください。



